
 

金山町街角交流施設・広場及び大堰公園休憩所の指定管理に関する年度協定書(令和●年度) 

 

 金山町長 佐藤 英司（以下「甲」という。）と●● ●●（以下「乙」という。）とは、

金山町街角交流施設・広場及び大堰公園休憩所の管理及び運営に関する業務（以下「業務」

という。）の実施に関して締結した金山町街角交流施設・広場及び大堰公園休憩所の指定管理

に関する基本協定書に基づき、当該年度における協定（以下「年度協定」という。）を締結す

る。 

 

（年度協定の期間） 

第１条 この年度協定の期間は、令和●年４月１日から令和●●年３月３１日までとする。 

（対価の支払い） 

第２条 甲は、乙に業務に係る対価として、金●●●●円（消費税相当額を含む。）を支払う

ものとする。 

２ 前項の対価は、乙の請求により、四半期ごとに支払うものとする。 

（対価の額の変更） 

第３条 前条の対価の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、甲乙協議の

うえ定めるものとする。 

（施設の維持補修等） 

第４条 事業に係る施設の大規模な改築、維持補修等及び備品の取得は、原則として甲乙協

議のうえ行うものとする。 

（協議） 

第５条 この協定に疑義の生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度

甲乙協議して定めるものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

 

 

  令和●年４月１日 

 

 

          施設設置者  最上郡金山町大字金山３２４番地１ 

                 金山町長  佐藤 英司 

 

 

          指定管理者 （住    所） 

                （名称及び氏名） 


